
＿ ＿ ＿ ＿ ＿ ＿ （以 下 「⽣ 徒」 と い う。） と studio   LAVISH   代 表   天 ⾙ 優 汰 （以 下 「本 教 室」 
と い う。） と は、 次 の 通 り 合 意 （以 下 「本 合 意 書」 と い う。） し ま す。   
  
第 1 条   （レッ ス ン 受 講）   
    1.   本 教 室 は、 本 合 意 書 に 定 め る 条 件 に 従っ て レッ ス ン を 提 供 し、 ⽣ 徒 は こ れ を 受 講 し 
        ま す。   
    2.   レッ ス ン の 内 容、 時 間 帯、 期 間、 ⽅ 法 そ の 他 具 体 的 詳 細 に つ い て は、 本 教 室 の web 
        サ イ ト、 通 知、 そ の 他 ⽅ 法 に よ り 本 教 室 が 定 め ま す。   
第 2 条   （未 成 年 等 の 場 合 の 合 意）   
    1.   ⽣ 徒 が 未 成 年、 そ の 他 ⾏ 為 能 ⼒ が 制 限 さ れ る 場 合 は、 保 護 者、 後 ⾒ ⼈、 そ の 他 正 当 
        な 権 限 を 有 す る 者 （以 下 「保 護 者」 と い い ま す。） が 本 合 意 書 に 同 意 す る 必 要 が あ 
        り ま す。   
    2.   保 護 者 は、 本 合 意 書 で ⽣ 徒 が 負 担 す る 債 務 を、 連 帯 し て 保 証 す る も の と し ま す。   
第 3 条   （料 ⾦）   
    1.   本 教 室 は、 別 に レッ ス ン 料 ⾦ を 定 め ⽣ 徒 に 通 知 し ま す。 本 教 室 が 定 め る ⽅ 法 に 従っ 
        て レッ ス ン 料 ⾦ を ⽀ 払っ て 下 さ い。   
    2.   ⽀ 払 い に ⼿ 数 料 が か か る 場 合 は、 ⽣ 徒 及 び 保 護 者 の 負 担 と し ま す。   
    3.   料 ⾦ の ⽀ 払 い が さ れ な い 場 合 は、 レッ ス ン の 受 講 を 認 め ず、 契 約 を 解 除 し そ の 後 本 
        教 室 の 利 ⽤ を 認 め な い 場 合 が あ り ま す。   
第 4 条   （禁 ⽌ 事 項）   
    ⽣ 徒 は、 次 の 各 号 に 定 め る ⾏ 為 が 禁 ⽌ さ れ ま す。   
    （ 1 ） 本 合 意 書 の 定 め に 違 反 す る ⾏ 為 ⼜ は そ の お そ れ の あ る ⾏ 為   
        （ 2 ） 法 令 の 定 め に 違 反 す る ⾏ 為 ⼜ は そ の お そ れ の あ る ⾏ 為   
    （ 3 ） 第 三 者 を 誹 謗 中 傷 し、 ⼜ は 名 誉 を 傷 つ け る よ う な ⾏ 為   
    （ 4 ） 第 三 者 の 財 産、 名 誉・ プ ラ イ バ シー を 侵 害 し、 ⼜ は 侵 害 す る お そ れ の あ る ⾏ 為   
    （ 5 ） 本 教 室 の 業 務 を 妨 害 す る ⾏ 為   
    （ 6 ） 公 序 良 俗 に 反 す る 内 容 情 報、 ⽂ 書 及 び 図 形 等 を 他 ⼈ に 公 開 す る ⾏ 為   
    （ 7 ） そ の 他 教 室 が 不 適 切 と 判 断 す る ⾏ 為   
第 5 条   （事 故 等 へ の 対 応）   

1. 本 教 室 は、 レッ ス ン 及 び 本 教 室 内 で の 不 可 避 な 怪 我、 事 故、 そ れ に 関 す る 事 項 
（以 下 「事 故 等」 と い い ま す。） が ⽣ じ た 場 合 の た め に、 ス ポー ツ 保 険 に 加 ⼊ す 
る こ と が で き ま す。   

2. 本 教 室 は、 事 故 等 が ⽣ じ た 場 合、 速 や か に 病 院 に 連 絡 し た 上 で 処 置 す る こ と を 努 
ま す。   

3. 前 項 の 処 置 は 専 ⾨ 的 か つ 適 切 な 処 置 を 保 証 す る も の で は あ り ま せ ん。   
4. 本 教 室 は、 事 故 等 が 発 ⽣ し た 場 合 は、 そ の 事 故 等 が 本 教 室 （ス タッ フ を 含 み ま 

す。） 及 び ⽣ 徒 の 故 意 ⼜ は 過 失 を 問 わ ず、 ス ポー ツ 保 険 の 範 囲 内 で 責 任 を 負 う も の 
と し、 そ の 範 囲 を こ え て 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   

第 6 条   （所 持 品 の 管 理）   
    1.   ⽣ 徒 の 所 持 品 は ⽣ 徒 が 管 理 し な け れ ば な ら な い も の と し ま す。   

    2.   本 教 室 は 所 持 品 の 紛 失、 盗 難、 そ の 他 問 題 に つ い て 適 切 な 処 置 を 努 め ま す が、 ⼀ 切 
        の 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
第 7 条   （⽣ 徒 間 の 問 題）   
        本 教 室 は、 ⽣ 徒 間 の 問 題 に つ い て は ⼀ 切 関 与 せ ず、 責 任 を 負 わ な い も の と し ま す。   
第 8 条   （⽣ 徒 の 責 任）   
    1.   ⽣ 徒 が 故 意 ⼜ は 過 失 で 本 教 室、 他 の ⽣ 徒 に 損 害 を ⽣ じ さ せ た 場 合 （本 教 室 の 施 設 の 
        破 損 も 含 み ま す。） は、 ⽣ 徒 及 び 保 護 者 は そ の 賠 償 を す る 義 務 を 負 い ま す。   
    2.   賠 償 の 内 容 及 び ⽅ 法 は 協 議 の 上 で 定 め る も の と し ま す。   
第 9 条   （個 ⼈ 情 報 保 護）   
        本 教 室 は、 本 合 意 に 関 し て 知 り 得 た ⽣ 徒 及 び 保 護 者 の 開 ⽰ ⼜ は 提 供 さ れ た 個 ⼈ 情 報 
        （個 ⼈ 情 報 保 護 法 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る も の を い い ま す。） そ の 他 す べ て の 情 報 を 
        善 意 な る 管 理 者 の 注 意 を もっ て 取 り 扱 い、 事 前 に 同 意 を 得 る こ と な く、 ⽬ 的 以 外 に 
        使 ⽤ し、 ⼜ は 第 三 者 に 開 ⽰ ⼜ は 提 供 し た り し ま せ ん。   
第 10 条   （準 拠 法・ 合 意 管 轄）   
        本 合 意 書 は ⽇ 本 法 に 基 づ き 解 釈 さ れ る も の と し、 ⽣ 徒 と 本 教 室 間 の 協 議 に よっ て   
        も、 本 合 意 書 に 関 す る 紛 争 が 円 滑 に 解 決 で き な い 場 合 は、 ⽣ 徒 及 び 教 室 は、 本 教   
        室 を 管 轄 す る 裁 判 所 を 第 ⼀ 審 の 専 属 的 合 意 管 轄 裁 判 所 と し て 紛 争 を 処 理 す る も の   
        と し ま す。   
  
  
本 合 意 書 の 成 ⽴ を 証 す る た め に 本 書 ２ 通 を 作 成 し、 ⽣ 徒 本 教 室 記 名 捺 印 の 上、 各 １ 通 を 保 持 
す る。   
  

年     ⽉     ⽇   
  

（署 名 欄）   
  
⽣ 徒   
  
⽒ 名                                                                   
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本 教 室   
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